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一

貸
金
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
八
年
大
蔵
省
令
第
四
十
号
）

改

正

案

現

行

（
登
録
申
請
書
の
添
付
書
類
）

（
登
録
申
請
書
の
添
付
書
類
）

第
四
条

（
略
）

第
四
条

（
略
）

２

法
第
四
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書

２

法
第
四
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書

類
は
、
運
転
免
許
証
等
（
道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
第

類
は
、
運
転
免
許
証
等
（
道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
第

九
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
運
転
免
許
証
又
は
同
法
第
百
四
条
の
四
第
五
項

九
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
運
転
免
許
証
又
は
同
法
第
百
四
条
の
四
第
五
項

に
規
定
す
る
運
転
経
歴
証
明
書
を
い
う
。
第
三
十
条
の
十
三
第
一
項
第
六
号
及

に
規
定
す
る
運
転
経
歴
証
明
書
を
い
う
。
第
三
十
条
の
十
三
第
一
項
第
六
号
及

び
第
八
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
旅
券
（
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭

び
第
八
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
旅
券
（
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭

和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
第
二
条
第
五
号
に
規
定
す
る
旅
券
を
い
う

和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
第
二
条
第
五
号
に
規
定
す
る
旅
券
を
い
う

。
）
、
在
留
カ
ー
ド
（
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
十
九
条
の
三
に
規
定

。
）
、
在
留
カ
ー
ド
（
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
十
九
条
の
三
に
規
定

す
る
在
留
カ
ー
ド
を
い
う
。
第
三
十
条
の
十
三
第
一
項
第
七
号
に
お
い
て
同
じ

す
る
在
留
カ
ー
ド
を
い
う
。
第
三
十
条
の
十
三
第
一
項
第
七
号
に
お
い
て
同
じ

。
）
、
特
別
永
住
者
証
明
書
（
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍

。
）
、
特
別
永
住
者
証
明
書
（
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍

を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十

を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十

一
号
）
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
別
永
住
者
証
明
書
を
い
う
。
第
三
十
条

一
号
）
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
別
永
住
者
証
明
書
を
い
う
。
第
三
十
条

の
十
三
第
一
項
第
七
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
個
人
番
号
カ
ー
ド
（
行
政
手
続

の
十
三
第
一
項
第
七
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
（
住
民

に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（

基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
三
十
条
の
四
十
四
第
一

平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
カ

項
に
規
定
す
る
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
を
い
う
。
）
そ
の
他
の
官
公
署
か
ら
発

ー
ド
を
い
う
。
）
そ
の
他
の
官
公
署
か
ら
発
行
さ
れ
、
又
は
発
給
さ
れ
た
書
類

行
さ
れ
、
又
は
発
給
さ
れ
た
書
類
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
氏

そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
氏
名
、
住
所
及
び
生
年
月
日
の
記
載

名
、
住
所
及
び
生
年
月
日
の
記
載
が
あ
り
、
か
つ
、
当
該
官
公
署
が
所
持
人
の

が
あ
り
、
か
つ
、
当
該
官
公
署
が
所
持
人
の
写
真
を
は
り
付
け
た
も
の
と
す
る

写
真
を
は
り
付
け
た
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
書
類
を
所
持
し
な
い
場
合
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。
た
だ
し
、
当
該
書
類
を
所
持
し
な
い
場
合
に
は
、
官
公
署
か
ら
発
行
さ
れ
、

に
は
、
官
公
署
か
ら
発
行
さ
れ
、
又
は
発
給
さ
れ
た
書
類
そ
の
他
こ
れ
に
類
す

又
は
発
給
さ
れ
た
書
類
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
氏
名
、
住
所

る
も
の
で
あ
つ
て
、
氏
名
、
住
所
及
び
生
年
月
日
の
記
載
が
あ
る
も
の
（
次
項

及
び
生
年
月
日
の
記
載
が
あ
る
も
の
（
次
項
第
一
号
に
掲
げ
る
書
類
を
除
く
。

第
一
号
に
掲
げ
る
書
類
を
除
く
。
）
並
び
に
申
請
の
日
前
三
月
以
内
に
撮
影
し

）
並
び
に
申
請
の
日
前
三
月
以
内
に
撮
影
し
た
単
独
、
上
三
分
身
、
無
帽
、
正

た
単
独
、
上
三
分
身
、
無
帽
、
正
面
、
無
背
景
の
縦
の
長
さ
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト

面
、
無
背
景
の
縦
の
長
さ
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
の
長
さ
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル
、
横
の
長
さ
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
写
真
で
、
そ
の
裏
面
に
氏
名
及
び
撮
影

ル
の
写
真
で
、
そ
の
裏
面
に
氏
名
及
び
撮
影
年
月
を
記
入
し
た
も
の
と
す
る
。

年
月
を
記
入
し
た
も
の
と
す
る
。

３

（
略
）

３

（
略
）
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二

内
閣
府
の
所
管
す
る
金
融
関
連
法
令
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
五
年
内
閣
府
令
第
十
三
号
）

改

正

案

現

行

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
申
請
等
）

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
申
請
等
）

第
三
条

（
略
）

第
三
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

申
請
等
（
財
務
諸
表
等
の
監
査
証
明
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
昭
和
三
十
二
年

３

申
請
等
（
財
務
諸
表
等
の
監
査
証
明
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
昭
和
三
十
二
年

大
蔵
省
令
第
十
二
号
）
第
一
条
の
三
、
外
国
債
等
の
発
行
者
の
内
容
等
の
開
示

大
蔵
省
令
第
十
二
号
）
第
一
条
の
三
、
外
国
債
等
の
発
行
者
の
内
容
等
の
開
示

に
関
す
る
内
閣
府
令
（
昭
和
四
十
七
年
大
蔵
省
令
第
二
十
六
号
）
第
三
条
並
び

に
関
す
る
内
閣
府
令
（
昭
和
四
十
七
年
大
蔵
省
令
第
二
十
六
号
）
第
三
条
並
び

に
第
十
三
条
第
一
項
及
び
第
五
項
、
企
業
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令

に
第
十
三
条
第
一
項
及
び
第
五
項
、
企
業
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令

（
昭
和
四
十
八
年
大
蔵
省
令
第
五
号
）
第
五
条
並
び
に
第
十
五
条
の
二
の
二
第

（
昭
和
四
十
八
年
大
蔵
省
令
第
五
号
）
第
五
条
並
び
に
第
十
五
条
の
二
の
二
第

一
項
及
び
第
五
項
、
特
定
有
価
証
券
の
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
（

一
項
及
び
第
五
項
、
特
定
有
価
証
券
の
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
（

平
成
五
年
大
蔵
省
令
第
二
十
二
号
）
第
六
条
並
び
に
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項

平
成
五
年
大
蔵
省
令
第
二
十
二
号
）
第
六
条
並
び
に
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項

及
び
第
五
項
並
び
に
開
示
用
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
手
続
の
特
例
等
に
関

及
び
第
五
項
並
び
に
開
示
用
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
手
続
の
特
例
等
に
関

す
る
内
閣
府
令
（
平
成
十
四
年
内
閣
府
令
第
四
十
五
号
）
第
二
条
第
五
項
に
規

す
る
内
閣
府
令
（
平
成
十
四
年
内
閣
府
令
第
四
十
五
号
）
第
二
条
第
五
項
に
規

定
す
る
申
請
等
を
除
く
。
）
を
行
う
者
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
入
力
す
る

定
す
る
申
請
等
を
除
く
。
）
を
行
う
者
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
入
力
す
る

事
項
に
つ
い
て
の
情
報
に
電
子
署
名
を
行
い
、
当
該
電
子
署
名
に
係
る
電
子
証

事
項
に
つ
い
て
の
情
報
に
電
子
署
名
を
行
い
、
当
該
電
子
署
名
に
係
る
電
子
証

明
書
（
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
行
政
機
関
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算

明
書
（
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
行
政
機
関
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算

機
か
ら
認
証
で
き
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に

機
か
ら
認
証
で
き
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
も
の
と
併
せ
て
こ
れ
を
送
信
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

該
当
す
る
も
の
と
併
せ
て
こ
れ
を
送
信
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

電
子
署
名
等
に
係
る
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
の
認
証
業
務
に

二

電
子
署
名
に
係
る
地
方
公
共
団
体
の
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
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関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
三
号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定

四
年
法
律
第
百
五
十
三
号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
証
明
書

す
る
署
名
用
電
子
証
明
書

三
・
四

（
略
）

三
・
四

（
略
）

４
・
５

（
略
）

４
・
５

（
略
）
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附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
府
令
は
、
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
附
則
第
一
条

第
四
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
八
年
一
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条

第
一
条
に
よ
る
改
正
後
の
貸
金
業
法
施
行
規
則
第
四
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
行
政
手
続
に
お
け
る

特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
番
号
利
用
法
整
備
法
」
と
い
う
。
）
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和

四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
旧
住
民
基
本
台
帳
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
条
の
四
十
四
第
三
項

の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
（
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
を
い
う
。
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
番
号
利
用
法
整
備
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ

た
旧
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
四
十
四
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
効
力
を
失
う
時
又
は
当
該
住
民
基
本
台
帳
カ
ー

ド
の
交
付
を
受
け
た
者
が
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
第
十
七
条
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第
一
項
の
規
定
に
よ
り
個
人
番
号
カ
ー
ド
（
同
法
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
同
じ
。
）
の
交
付
を
受
け
る
時
の
い
ず
れ
か
早
い
時
ま
で
の
間
は
、
個
人
番
号
カ
ー
ド
と
み
な
す
。
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